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 明治政府内の対立、自由民権運動

の勃興、頻発する不平士族の反乱な

ど、新たな国家体制のもとで激動す

る当時の様子を関係資料で紹介して

います。錦絵「征韓論之図」（周延

画）の他、板垣退助らが連署し左院

に提出した「民撰議院設立建白書」

（国立公文書館原蔵・複写）、「漸次

立憲政体樹立の詔草案」（国立国会図

書館原蔵・複製）などを展示してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由民権運動の高揚と停滞、政府

の主導権を握った伊藤博文を中心と

して進められる立憲国家への歩みを

関係資料で紹介します。錦絵「板垣

君遭難之図」（豊宣画）や初代の第一

次伊藤内閣閣僚が描かれた錦絵「皇

国高官鑑」（国保画）の他、「国会開

設の勅諭」（国立公文書館原蔵・複

写）などの展示資料により、内閣制

度の発足を迎え、国家体制の形成に

向かって大きく前進する時代の様子

をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

憲政記念館開館 50 周年を記念し、「立憲国家への道のり」と題して、令和

４年 10月１日～令和５年６月 29日まで３期に分けて展示します。 

－（前期）近代日本の夜明け－ 

 ～令和４年 12月 27日（火） 

 

錦絵「征韓論之図」（周延画） 

 

 －（中期）自由民権運動の展開と 
       国家体制の形成－ 

  令和５年１月７日（土）～ 
           ３月 30日（木） 

 

錦絵「皇国高官鑑」（国保画） 

 
※（後期）第１回衆議院議員総選挙の実施と帝国議会の召集（仮題）は、 

令和５年４月１日（土）～６月29日（木）の予定です。 

企画展示のご案内 
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 前号では、委員部時代、渉外部（国際部）への異動、第１回日本・ＥＣ議員会
議の開催、日本・ＥＣ友好議員連盟について掲載しました。 

＜清野裕三＞（きよの・ゆうぞう） 
昭和48年４月衆議
院事務局に入り庶
務部人事課、管理
部、委員部に勤務
の後、昭和53年４
月渉外部（現在の
国際部）に配属。
以後、昭和 58 年
11 月在ルクセンブ
ルク日本大使館、
平成13年７月核燃
料サイクル開発機

構への出向を経て、平成 16 年７月国際
部国際会議課長となる。平成 17 年９月
文部科学調査室首席調査員となり、その
後教育基本法に関する特別調査室長、教
育再生に関する特別調査室長兼務の後、
平成 19 年７月外務委員会専門員（外務
調査室長）となる。平成 22 年６月 30 日
退職。 

 

【ＩＰＵとは】 

 ―― 昭和 57 年７月１日に列国議

会同盟課に異動されました。ＩＰＵ1

についてお話しください。 

○清野氏 ＩＰＵは結構古いです

ね、明治時代からありました。日本

は 1908 年に加盟した、世界的な組織

です。比較すると、例えばＥＥＣ2に

は委員会、各国の政府に当たる組織

があって、議員会議、議員の組織が

あるということと同じように、これ

は、世界レベルで見ると、ＩＰＵ

は、政府の集まりの国際連合（国
                                                   
1 列国議会同盟：Inter-Parliamentary Union 
2 欧州経済共同体：European Economic Community 

連）に対応するものといえると思い

ます。 

欧州評議会でも議員会議というの

が同様にあります。政府の集まりに

対して、市民、国民の代表である議

員会議というものがつくられたの

が、ＩＰＵの始まりだと認識してお

ります。 

 ＩＰＵは本部がジュネーブにあ

り、事務をそこが統括しています。

会議の開催地は、当時はＩＰＵ加盟

国の持ち回りでした。 

ジュネーブでＩＰＵ会議を開くこ

とを除けば、恐らく世界中でやって

いるのだと思います。この世界中と

いうのは北朝鮮も含んでやってい

る、北朝鮮でも開かれたということ

です。 

 ―― ＩＰＵにも本会議や委員会

があるのでしょうか。 

○清野氏 本会議と委員会がありま

す。その委員会は、例えば日本国会

に本会議と委員会があって小委員会

もできることがある、そういうやり

方と同じです。 

 ＩＰＵというのは決議を採択しま

す。その決議案の土台となる議題に

ついて、まず委員会で日本を含む各

国代表が意見を述べます。決議案が

事前に分かることもあれば、現地で

出ることもありますし、あるいは、

もう一つの議会史～国会職員オーラルヒストリー～Ⅲ 

清野 裕三さん（その２） 
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その問題について複数の国が決議案

を出すことがあります。決議案は提

出後、おって決議を作成する起草委

員会で審議されることになります。 

 ―― それぞれの議題で、という

ことですね。 

○清野氏 そうです。 

 さらに、修正案も提出されます。

決議案のほかにメモランダム（覚

書）というのも出ることがありま

す。このような決議案やメモランダ

ムや修正案というのが、しかるべき

時間に提出されます。現地でＩＰＵ

事務局が配布するそれら決議案等の

資料を集め、日本代表団の先生に翻

訳の上でお渡しします。 

 ＩＰＵの常設委員会は、第１、第

２、第３、第４があり、テーマごと

に区分されています。具体的には、

平和及び安全保障に関する第１委員

会、持続可能な開発、金融及び貿易

に関する第２委員会、民主主義及び

人権に関する第３委員会、国連に関

する第４委員会があります。例えば

中東和平に関する議題が第１委員会

で取り上げられていたことをよく憶

えています。 

ここで、衆参の分担の話をする

と、政治問題は衆議院が担当し、第

２委員会の開発問題は参議院が担当

することが慣習的に決まっていまし

た。 

―― すると委員会ごとに担当の

テーマに関する決議案を作り、本会

議に上げるのですか。 

○清野氏 そうです。当時は、各委

員会で各国が議題について意見を述

べ、関心のある国の代表委員何名か

で構成される起草委員会において案

文を揉み、最終的に起草委員会で可

決した決議案が親委員会の審査を経

て本会議に上程し賛否を問う、とい

う流れです。したがって、ＩＰＵ会

議ではテーマに関する複数の決議が

採択されます。 

 それから、委員会のほかに、本会

議で一般討論というのがあって、委

員会の合間に行われます。これは各

国議員団の団長が自由に演説を行う

場です。 

 事務局、同行者としていつも気に

しているのは、日本の一般討論の発

言順位を早いところに登録すること

でした。それが常に私の場合は頭に

あり、上司にも言われていました。

例えば朝９時から会場が開くなら、

それに合わせて日本代表の発言の順

位を確保する努力をします。 

 これは、会議にありがちですが、

会議の冒頭は着席者数が多いという

ことと無関係ではないと思います。 

 ―― ＩＰＵ会議のための準備に

ついてはどうでしたか。 

○清野氏 事前準備と、それから現

地での事務というのがあります。 

 ＩＰＵの準備というのは、先ほど

お話した決議案がジュネーブのＩＰ

Ｕ事務局から事前に送られてくるこ

とが結構多いのですが、それを翻訳

して参加する議員にお渡しし、日本

政府のこれまでの対応もお伝えし、

打合会で日本議員団としての決議案

への賛否を考えていただくというこ

とがあります。 

それともう一つは、日本側の議題

に沿った演説原稿、これを作るのも

準備ですね。あとは一般討論のス

ピーチ原稿を作成するということで

す。 

 それから、会議期間中、それなり

に現地でいろいろな国の議員団と交

流することがあるので、その招待状

の準備もします。また儀礼的な贈呈

品の交換の準備もありました。 
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 もちろん、決議案の翻訳や演説原

稿の案を作り参加する議員の了承を

得るというのがメインですが、それ

は出発前にやっておきます。 

 現地に入ると先ほど説明した通

り、決議案が提出されていることも

ありますし、あるいはメモランダム

ということで、決議案ではないです

が意見を述べることがあるので、そ

れも翻訳しなければいけません。当

初、翻訳作業は我々随行者がやって

おりかなりの労力を費やしておりま

した。その後、時差を利用し、現地

で出た決議案を東京に送り、国際会

議課で翻訳してもらい、翌朝和訳を

手に入れるという対応になりまし

た。 

現地では、こういった翻訳などの

作業をするためにホテルの一つの部

屋を事務室として開設することも重

要な準備です。加えて、会場とホテ

ル間の車の手配、車を用意しただけ

では駄目なので、現地ドライバーと

の無線機などを用意しての連絡体制

構築、また、議員が視察する際の随

行といったことも必要になってきま

す。 

―― ところでＩＰＵの開催国は

どのように決まるのですか。 

○清野氏 ＩＰＵの運営について

は、執行委員会というものがありま

す。会議地案を決めて、春季、秋季

のＩＰＵ会議で決定します。執行委

員会は、春季、秋季以外でも単発で

開催されることがありますので、開

催地は随時決まっていきます。 

 

【ラゴスのＩＰＵ会議同行】 

 ―― ＩＰＵラゴス会議（昭和 57

年４月）はどのような会議でした

か。 

○清野氏 海外で開かれたＩＰＵ会

議の開催地に同行したというのはも

ちろん初めてですし、ＩＰＵをじか

に見たのも初めてだったので、この

時の印象というのは強いですね。 

 ナイジェリアというのは、今でも

政情不安ですが、渡航に際しまずマ

ラリアの予防注射を２度打ちまし

た。それから狂犬病も打ちました。

明け方ラゴスの空港に着いたら、危

ないから明るくなるまで待っていろ

というような所でした。 

 会議があるため国会に行き、会場

に入ろうとしたら、ごそごそ何かあ

り、あっと見たら、大きなトカゲが

いました。そして会場に入ると、ぽ

んとランプが、電球が落ちるので

す。頭にでも落ちたら大変なことに

なるのですが幸い怪我した人はいな

かったです。また、停電もありまし

た。停電すると、通訳ができなく

なってしまいます。そういった経験

をしたのが非常に印象的でした。 

 

【ＩＰＵ会議に対する印象】 

 ―― ＩＰＵ会議は開催地が変

わっても印象や現地での仕事に変わ

りはなかったですか。また、議員会

議の効果についてはどうお考えです

か。 

○清野氏 そうですね。ＩＰＵとい

うのは全世界で開催されます、私は

南米、東欧などにも同行しました。  

もちろん国が変われば印象は変わ

るのですが、やはり国際会議に出る

というのは、職員もそうですがどう

やら議員もそんなに慣れていなかっ

たのではないか、というのが後から

の私の印象です。ですから、次に何

があるのか、何をするのかというこ

とで言えば、職員としてＩＰＵの事

務局本部などから情報を取り、それ

を議員に伝える、また、明日の予定
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※ 清野さんによる英語の国会議事堂案内を YouTube衆議院事務局チャンネルにある「Tours of the National Diet」 

（https://www.youtube.com/watch?v=E4eo-unL8eY）でご覧になれます。 

は何であるというようなことを夜寝

る前にきちんと議員に伝える、とい

うことです。そうしないと議員さん

もきっと不安になりますから。この

あたりはかなり気を遣いました。 

 ＩＰＵというのは議員会議ですか

ら、結局国連もそうですが、政治的

な決議をし、それをもって政府や国

連に対しアピールするということな

ので、参加する日本議員団から見る

と、言い方がなかなか難しいのです

が、果たしてどのくらい政治的な効

果があるのかというのは、なかなか

分からないかもしれません。 

 私もＩＰＵのアジア・太平洋地域

の経済協力に関する会議でタイに行

き、バンコク経由で３～４日間ジョ

ムティエンというところに行きまし

たが、ものすごくのんびりしていて、

会議では決議も作ったと思うのです

が、この決議をＩＰＵの本部がどの

ように各国に配り、国連の方にもア

ピールしたのかといったことは、余

りフォローはしていません。 

 ですから、正直その辺はなかな

か、判断というか、評価が難しいの

ではないかと思います。議員会議と

いうのはそういう印象ですね。 

 

【ＩＰＵを牽引された先生】 

 ―― ＩＰＵ会議を熱心に牽引さ

れた先生の話もお話しいただければ

と思います。 

○清野氏 ２度のＩＰＵ東京会議の

時には、福永健司衆議院議員という

当選回数の多い方が執行委員もされ

ていました。日本国会を代表してＩ

ＰＵではよく知られた方です。その

方がいたので東京会議が開催できた

のだと思いますし、日本議員団もこ

の方を中心に組織されたのだと思い

ます。 

 福永先生はその後衆議院議長にも

なられたので、そういった意味でも

非常に有力な方で、日本・ＥＣ議員

会議の倉成先生と同じぐらいの牽引

力になったのかなというふうに思い

ます。 

 それから、先の話ですが、私が倉

成先生と同様に親しくさせていただ

いたのは、ＩＰＵ会議で瓦力衆議院

議員です。瓦先生は福永先生と同様 

に、ＩＰＵの執行委員になられまし

た。 

瓦先生は、ＩＰＵの東京本会議と

いうのまではされなかったのです

が、ＩＰＵ地域会議のＡＳＥＡＮプ

ラス３という東京会議を誘致されま

した。それが平成 17年４月です。 

 いずれにしても、有力なベテラン

の衆議院議員がいらして、その方が

やはり政治力というか、顔でいろい

ろなことをまとめられることによっ

て、この種の会議の運営がうまく維

持発展できるのかなというふうに思

います。 
 

（以下、その３に続く） 
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ません。引用される場合には出所を明示し、また、転載等を行う場合にはあらかじめ当館へご連絡ください。 

 

 

 憲政記念館は、わが国の議会開設80年を記念して設立され、1972年（昭和47）

に開館してから、本年で50年を迎えました。 

これを記念し、「憲政記念館５０年のあゆみ」を発行いたしました。 

本誌が、国民の皆様に議会政治に対する認識を広く深めていただく一助とな

れば幸いです。 

 

当館では、国民の皆様と議会をつなぐ場として議会制民主主義の発展・普

及に貢献すべく、主権者教育に重点を置いた展示・学習機能の充実を図ると

ともに、参観者に議会政治のはじまりと今の国会の役割や憲政史の説明を行

い、また、議場体験コーナーで実際に議事を体験いただくなど、令和10年度

末に予定している新たな憲政記念館の開館に向けた取組を始めております。 

多くの皆様のご来館をお待ちしております。
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当館では、国民の皆様と議会をつなぐ場として議会制民主主義の発展・

普及に貢献すべく、主権者教育に重点を置いた展示・学習機能の充実を図

るとともに、参観者に議会政治のはじまりと今の国会の役割や憲政史の説

明を行い、また、議場体験コーナーで実際に議事を体験いただくなど、令

和 10 年度末に予定している新たな憲政記念館の開館に向けた試行的な取

組を始めております。 

多くの皆様のご来館をお待ちしております。 

 


